
JP 2010-366 A 2010.1.7

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】最小侵襲性の新規な構成の外科用器具を提供す
る。
【解決手段】身体中に材料を挿入するための外科用器具
１０が開示される。この外科用器具１０は、一般に、外
側管状部材１２を含む。この器具は、長軸セクション１
６および少なくとも２つの異なる曲率半径を有する弧状
セクション１８を有する。内部部材は、外側管状部材内
に位置決めされ、そして材料の長さに係合するための構
造を含み、外側管状部材を通って身体中に材料を引く。
尿道の下に所定長さのテープを配置し支持を形成するた
めにこの外科用器具を用いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
最小侵襲手順で身体中に材料を通過させるための外科用器具であって：
　長軸を規定する長軸方向セクション、および該長軸セクションから遠位方向に延びる弧
状セクションを有する第１の部材を備え、該弧状セクションが少なくとも２つの異なる曲
率半径を有する、外科用器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（背景）
　（１．技術分野）
　技術分野は、身体中に材料を挿入するための挿入器具、より詳細には、尿道に支持を提
供するために身体中に支持構造または材料を挿入するための挿入ツールおよび方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　（２．関連する技術の背景）
　進行した年齢または外傷の発症に起因する女性で生じる１つの問題は、尿ストレス失禁
である。例えば、薬物治療および外科手順のような、いくつかの治療がこの状態を矯正ま
たは軽減するために開発されている。いくつかの症例では、排出を制御するために尿道の
正中線を支持するための一時的または永久的構造を移植することが必要である。
【０００３】
　尿道に対して支持を配置するためにいくつかの外科的手順が開発されている。これら手
順の多くは、恥骨にこの支持の端部を固定するための骨アンカーの使用および据え付けを
必要とする。これらの手順は、かなり侵襲的で、かつ恥骨中に骨アンカーを据え付けるた
めに複雑な器具を必要とする。
【０００４】
　最小の侵襲様式で、尿道を支持するために身体内にスリング支持を挿入するための１つ
の例示のデバイスおよび方法が、特定の実施形態で、Ｐｅｔｒｏｓによる米国特許第５，
１１２，３４４号（特許文献１）に開示されている。このＰｅｔｒｏｓの参考文献は、腹
部および膣中の切開を通じて、所定長さのテープを、このテープが尿道を支持するように
挿入するための器具の使用を開示している。このテープを係留するために骨アンカーまた
はその他の補助構造は用いられていない。器具を用いて身体中にテープを挿入する間、器
具は、膀胱のいずれかの側面上で患者の身体を通過する。この器具は、膣中の切開から腹
部中の切開まで安全に通過するように設計されているが、外科医は、代表的には、膀胱の
一体性をチェックするために膀胱鏡検査を実施する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第５，１１２，３４４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　膀胱のいずれかの側面上で身体を通って器具を通過させる必要なくして、身体中に支持
構造または材料を最小侵襲様式で挿入するためのその他の方法をもつことが所望されてい
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（要約）
　本発明によれば、最小侵襲手順で身体中に材料を通過させるための外科用器具が提供さ
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れ、長軸を規定する長軸方向セクション、および該長軸セクションから遠位方向に延びる
弧状セクションを有する第１の部材を備え、ここで：該弧状セクションの近位部分は、該
長軸から第１の方向に離れて湾曲し、そして第１の曲率半径を規定し；そして、該近位部
分の遠位方向にある弧状セクションの部分は、該長軸に向かって第２の方向に湾曲し、そ
して第２の曲率半径（Ｒ２、Ｒ３）を規定する。この第１の部材の形状は、上記材料の身
体中への通過を、最小侵襲性手順で容易にする。この第１の部材の形状は、材料が、この
材料が閉鎖孔を通って延びるように、最小の侵襲性手順で、身体の内側に配置されること
を可能にする。
【０００８】
　特定の好ましい実施形態では、上記第１の部材は、中空の外側管状部材を備える。スタ
イレットは、上記外側管状部材内で少なくとも部分的に移動可能であって、かつ身体内で
上記材料を通過させるためにこの材料と係合可能である。上記中空の外側管状部材および
スタイレットは、外科医が、このスタイレットを外側管状部材から取り除き、そしてスタ
イレットをこの外側管状部材に対して反対の位置に再挿入することを可能にする。この構
造はまた、上記材料が骨盤の第１の側面から骨盤の第２の側面に延びるように、この材料
の配置を容易にする。
【０００９】
　上記弧状セクションの近位部分は、上記長軸から第１の方向に離れて湾曲し、そして第
１の曲率半径を規定する。この弧状セクションの遠位部分は、上記長軸に向かって第２の
方向に湾曲し、そして第２の曲率半径を規定する。上記遠位セクションの部分は、望まし
くは、上記第２の方向に上記長軸を横切って延びる。
【００１０】
　特定の実施形態では、上記弧状セクションの遠位部分は、上記第２の曲率半径とは異な
る、第３の曲率半径を有する。この遠位部分は、中央セクションおよび最遠位セクション
を有し得る。この中央セクションは、上記第２の曲率半径を有し、そしてこの最遠位セク
ションは上記第３の曲率半径を有する。特定の実施形態では、上記第２の曲率半径は、上
記第３の曲率半径より大きい。その他の実施形態では、上記第２の曲率半径は、上記第３
の曲率半径より小さい。
【００１１】
　望ましくは、上記スタイレットは可撓性である。望ましくは、上記スタイレットは、材
料の端部の受容のために第１の端部でスロットを含む。望ましくは、上記スタイレットは
、第２の端部に円錐形先端を含む。この円錐形先端の直径は、上記外側管状部材の内径よ
り大きくてもよい。
【００１２】
　上記外側管状部材は、その近位端にハンドルを有する。特定の好ましい実施形態では、
上記ハンドルは、側方に延びる部分を有する。上記弧状セクションは第１の平面を規定し
、そしてウイングがこの第１の平面に実質的に垂直である第２の平面を規定する。
【００１３】
　上記外科用器具は、好ましくは、材料をさらに備え、そして、特定の好ましい実施形態
では、ここで、この材料は、ほぼ平坦なテープを含む。このテープの少なくとも１つの端
部は、上記スタイレットの少なくとも１つの端部のためのスロットを備える実施形態では
、上記スタイレット中にこのテープを貫くことの容易さのために所定の角度で切断されて
もよい。望ましくは、このテープは、多フィラメントのストランドを含む材料を含み、こ
れは、ポリプロピレンストランドを含む。この材料は、ほぼ平坦なテープを含み得、そし
て上記スタイレットは、このテープの端部を受容するために適合された近位端を有し得る
。この材料は、吸収性材料を含み得る。
【００１４】
　望ましくは、このスタイレットは、上記管状部材中に、このスタイレットの近位端がこ
の管状部材の近位端に隣接して位置決めされるように配置される。特定の好ましい実施形
態では、このスタイレットは、鈍い（とがっていない）遠位端を有する。この遠位端は、
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鈍い円錐形先端を備え得る。その他の実施形態では、このスタイレットは、鋭い遠位端を
有する。
【００１５】
　本発明では、最小侵襲性手順で身体中に材料を通過させるための外科用器具は、所定の
寸法でかつ湾曲し、それによって、使用中であってかつ身体内の位置にあるとき、閉鎖孔
の上の皮膚から、閉鎖孔を通り、膣壁まで延びる弧状セクションを有し得る。上記第１の
部材の形状は、最小侵襲性手順で、身体中に上記材料の通過を容易にする。上記第１の部
材の形状は、材料を、この材料が上記閉鎖孔を通って延びるような最小侵襲性手順で身体
の内側に配置されることを可能にする。
【００１６】
　種々の実施形態は、図面を参照して本明細書中に記載される。
　より特定すれば、本願発明は以下の項目に関し得る。
（項目１）
最小侵襲手順で身体中に材料を通過させるための外科用器具であって：
　長軸を規定する長軸方向セクション、および上記長軸セクションから遠位方向に延びる
弧状セクションを有する第１の部材を備え、上記弧状セクションが少なくとも２つの異な
る曲率半径を有する、外科用器具。
（項目２）
上記第１の部材が、中空の外側管状部材を備える、項目１に記載の外科用器具。
（項目３）
上記外側管状部材内で少なくとも部分的に移動可能であって、かつ身体内で上記材料を通
過させるために上記材料と係合可能であるスタイレットをさらに備える、項目２に記載の
外科用器具。
（項目４）
上記弧状セクションの近位部分が、上記長軸から第１の方向に離れて湾曲し、そして第１
の曲率半径を規定する、項目２に記載の外科用器具。
（項目５）
上記弧状セクションの遠位部分が、上記長軸に向かって第２の方向に湾曲し、そして第２
の曲率半径を規定する、項目４に記載の外科用器具。
（項目６）
上記弧状セクションの遠位部分が、上記第２の曲率半径とは異なる第３の曲率半径を有す
る、項目５に記載の外科用器具。
（項目７）
上記遠位部分が中央セクションおよび最遠位セクションを有し、上記中央セクションが上
記第２の曲率半径を有し、そして上記最遠位セクションが上記第３の曲率半径を有し、上
記第２の曲率半径が上記第３の曲率半径より大きい、項目６に記載の外科用器具。
（項目８）
上記遠位部分が、中央セクションおよび最遠位セクションを有し、上記中央セクションが
上記第２の曲率半径を有し、そして上記最遠位セクションが上記第３の曲率半径を有し、
上記第２の曲率半径が上記第３の曲率半径より小さい、項目６に記載の外科用器具。
（項目９）
上記遠位セクションの一部が、上記第２の方向に上記長軸を横切って延びる、項目５に記
載の外科用器具。
（項目１０）
上記スタイレットが可撓性である、項目３に記載の外科用器具。
（項目１１）
上記スタイレットが、材料の端部の受容のために第１の端部でスロットを含む、項目３に
記載の外科用器具。
（項目１２）
上記スタイレットが、第２の端部に円錐形先端を含む、項目３に記載の外科用器具。
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（項目１３）
上記円錐形先端の直径が、上記外側管状部材の内径より大きい、項目１２に記載の外科用
器具。
（項目１４）
上記外側管状部材が、その近位端にハンドルを有する、項目２に記載の外科用器具。
（項目１５）
上記ハンドルが、側方に延びる部分を有する、項目１４に記載の外科用器具。
（項目１６）
上記弧状セクションが第１の平面を規定し、そして上記ウイングが上記第１の平面に実質
的に垂直である第２の平面を規定する、項目１５に記載の外科用器具。
（項目１７）
材料をさらに備え、そしてここで上記材料がほぼ平坦なテープを含む、項目３に記載の外
科用器具。
（項目１８）
上記テープの少なくとも１つの端部が、上記スタイレット中に上記テープを貫くことの容
易さのために所定の角度で切断されている、項目１７に記載の外科用器具。
（項目１９）
上記テープがマルチフィラメントのストランドを含む材料を含む、項目１７に記載の外科
用器具。
（項目２０）
上記テープが、ポリプロピレンストランドを含む、項目１９に記載の外科用器具。
（項目２１）
上記材料がほぼ平坦なテープを含み、そして上記スタイレットが上記テープの端部を受容
するために適合された近位端を有する、項目３に記載の外科用器具。
（項目２２）
上記スタイレットが、上記管状部材中に、上記スタイレットの近位端が上記管状部材の近
位端に隣接して位置決めされるように配置される、項目２０に記載の外科用器具。
（項目２３）
上記スタイレットが、鈍い遠位端を有する、項目３に記載の外科用器具。
（項目２４）
上記遠位端が、鈍い円錐形先端を備える、項目２２に記載の外科用器具。
（項目２５）
上記スタイレットが鋭い遠位端を有する、項目３に記載の外科用器具。
（項目２６）
材料をさらに備え，そしてここで上記材料が吸収性材料を含む、項目１に記載の外科用器
具。
（項目２７）
最小侵襲性手順で身体中に材料を通過させるための外科用器具であって、長軸を規定する
中軸方向セクションを有する第１の部材、および上記長軸方向セクションから遠位方向に
延びる弧状セクションを備え、上記弧状セクションが所定の寸法でかつ湾曲し、それによ
って、使用中であってかつ身体内の位置にあるとき、上記弧状セクションが、閉塞器孔の
上の皮膚から、閉塞器孔を通り、膣壁まで延びる、外科用器具。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施形態による外科的手順における使用のための器具の側面図
である。
【図２】図２は、図１の実施形態による器具の外側部材の側面図である。
【図３】図３は、図１および図２の実施形態による器具の外側部材の底面図である。
【図４】図４は、図１～３の実施形態による器具のスタイレットの側面図である。
【図５】図５は、図１～４の実施形態による器具とともに用いられる所定長さの材料の斜
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視図である。
【図６】図６は、膣の骨盤に対する関係を示すスケッチである。
【図７】図７は、本発明のさらなる実施形態による外科的手順の初期ステージの間の膣領
域の白黒写真である。
【図８】図８は、図７の実施形態による手順において、骨盤の閉鎖孔の近傍の器具の初期
位置決めの間の、図７に類似の白黒写真である。
【図９】図９は、図７および８の実施形態による手順において、図８と同じステージにお
ける器具を示すスケッチである。
【図１０】図１０は、図７～９の実施形態による手順におけるさらなるステージで、身体
に対して約４５゜に回転した器具を示す白黒写真である。
【図１１】図１１は、図７～１０の実施形態による手順において、図１０と同じステージ
における器具を示すスケッチである。
【図１２】図１２は、図７～１１の実施形態による手順のさらなるステージにおいて、身
体に対して約９０゜回転した器具を示す白黒写真である。
【図１３】図１３は、図７～１２の実施形態による手順のさらなるステージで、閉鎖孔を
通過するために１８０゜回転した器具を示す白黒写真であり、器具の先端が膣切開を出て
いる。
【図１４】図１４は、図７～１３の実施形態による手順において、図１３と同じステージ
にある器具を示すスケッチである。
【図１５】図１５は、図７～１４の実施形態による手順のさらなるステージで、スタイレ
ット中を貫くテープを示すスケッチである。
【図１６】図１６は、図７～１５の実施形態による手順のさらなるステージで、膣を通っ
て引っ張られるテープを示す白黒写真である。
【図１７】図１７は、図７～１６の実施形態による手順において、図１６と同じステージ
で、閉鎖孔を通る切開および膣切開から膣の外に延びるテープを示すテープを示すスケッ
チである。
【図１８】図１８は、図７～１７の実施形態による手順のさらなるステージにおいて、テ
ープの第２の端部を受けるための位置にある器具を示す白黒写真である。
【図１９】図１９は、図７～１８の実施形態による手順のさらなるステージにおいて、骨
盤の両側面上の各閉鎖孔を通過し、そして尿道を支持するテープを示すスケッチである。
【図２０】図２０は、本発明のさらなる実施形態による器具の外側管状部材の側面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　（好ましい実施形態の詳細な説明）
　本発明の実施形態による外科用器具は図１～２０に示される。この器具１０は、例えば
、膣内スリング形成術手順において、身体中に所定長さの材料の挿入を容易にする。器具
１０は、一般に、細長い中空の管状外側部材１２、および外側部材１２内を少なくとも部
分的に通過するような形状の一般に可撓性であるスタイレット１４を含む。外側部材１２
は、長軸セクション１６、および長軸セクション１６から遠位方向に延びる弧状セクショ
ン１８を含む。外側部材１２は、好ましくは、ステンレス鋼のような生体適合性材料から
形成される。外側部材は、組織への外傷を防ぐために鈍い非外傷性表面を有するべきであ
る。ハンドル２０は、その近位端２２に隣接する外側部材１３に固定されている。
【００１９】
　ここで図２を参照して、外側部材１２は、外側部材１２の近位端２２から遠位端３２ま
で延びる貫通ボア３０を有する。好ましくは、貫通ボア３０は、均一直径ｄ１を有して均
一直径である。長軸方向セクション１６は、長軸Ｘを規定する。外側部材１２は、疑問符
にほぼ似ている形状を有している。弧状セクション１８は、近位部分３６、中央部分３８
、および遠位部分４０を含む。近位部分３６は、長軸方向セクション１６から離れて、そ
して長軸Ｘから離れて第１の方向Ｙ１に延びる。近位部分３６は、この長軸セクション１
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６から離れて湾曲し、そして曲率半径Ｒ１を有する。中央部分は、近位部分３６から延び
、そして第１の方向とは反対の長軸Ｘに向かって第２の方向Ｙ２に延びる。この中央部分
は、長軸Ｘに向かって湾曲し、そして曲率半径Ｒ２を有している。遠位部分４０は、中央
部分３８から延び、そして長軸Ｘに向かって第２の方向Ｙ２に延びる。この遠位部分４０
は、長軸に向かって湾曲し、そして曲率半径Ｒ３を有する。
【００２０】
　本発明の特定の好ましい実施形態では、この外側部材１２は、少なくとも２つの異なる
曲率半径を有する。示される実施形態では、中央部分３８は、近位部分の曲率半径Ｒ１と
は異なる曲率半径Ｒ２を有している。この外側部材は、さらなる曲率半径を有し得る。例
えば、特定の好ましい実施形態は、中央部分３８の曲率半径Ｒ２とは異なる曲率半径Ｒ３
をもつ遠位部分４０を有する。好ましくは、示される実施形態では、Ｒ３はＲ２より小さ
い。これは、遠位部分４０を、長軸Ｘに対する垂直軸Ｙから離れて湾曲するかまたは再湾
曲して戻る。好ましくは、遠位部分４０は、垂直軸Ｙに対して所定の角度を形成する。こ
れは、図２で最もよく観察される。さらに、この遠位部分４０は、Ｒ３がＲ２より小さい
とき、外側部材１２の弧状セクション１８を閉鎖する傾向にある。
【００２１】
　弧状セクション１８は、一般に、２つの異なる曲率半径を含むが、弧状セクション１８
には、例えば、Ｒ４、Ｒ５などの１つ以上の異なる曲率半径、または連続的に変化する曲
率半径が提供され得る。この外側部材１２の形状は、以下に論議されるように、器具が身
体中に意図された様式で配置されることを可能にする。
【００２２】
　図３を参照して、ハンドル２０は、望ましくは、「デルタ」ウイング形状、または側方
に延びる部分をもつ形状を有する。このハンドル２０は、テーパー状の前端部４２および
ウイング様の側方突出部４４を有する。これは、人間工学的形状を提供し、外側部材１２
の心地良くかつ正確な操作を容易にする。好ましくは、ハンドル２０は、プラスチック材
料から形成され、そして外側部材１２の近位端２２に隣接して固定される。このハンドル
２０は、好ましくは、外側部材１２上で、弧状セクション１８が配置される平面にほぼス
垂直な平面内に配置されるように配向される。このハンドルの配向は、手順において意図
された様式で器具の操作を容易にする。
【００２３】
　外側部材１２は、スタイレット１４を受容する。スタイレット１４は、円錐形チップ２
４、およびそれを通って所定長さの材料の受容のための穴またはスロット２８を有する近
位端２６を含む。上記に注記されたように、スタイレット１４は、身体内を通る所定長さ
の材料を引っ張るために提供される。これは、直接、または上記外側部材１２の貫通ボア
３０を通ってなされ得る。ここで、図４を参照して、スタイレット１４は可撓性材料から
形成され、そしてほぼ外側部材１２の形状を有し、長いセクション４６およびこの長いセ
クション４６から遠位方向に延びる湾曲したセクション４８を含む。スタイレット１４は
、外側部材１２を通過するように十分可撓性であり、そして貫通ボア３０の直径より小さ
い外径ｄ２を有する。外側部材１２からのスタイレット１４の分離を避けながら、器具１
０の挿入を可能にするために、円錐形先端２４は、貫通ボア３０の直径より大きい外径ｄ
３を有する。
【００２４】
　好ましくは、スタイレット１４は、例えば、青のような、外科的手順の間に組織に対し
て容易に目に見える色で形成される。このような外科的手順の間、身体の内部を見るため
の器具、例えば、膀胱鏡検査を実施するための用具が用いられ得る。好ましくは、スタイ
レット１４は、膀胱鏡検査またはその他の技法もしくは用具を用いる間に、スタイレット
１４の可視化を容易にする色を有している。
【００２５】
　上記に注記されたように、器具１０は、例えば、膣内スリング形成技術手順におけるよ
うな、身体中に、かつ身体を通って所定長さの材料の挿入を容易にするように設計されて
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いる。図５を簡単に参照して、テープ５０のような材料が尿道を支持するために用いられ
得る。テープ５０は、尿道を支持するためのほぼ均一な中央部分５２、およびスタイレッ
ト１４の近位端２６中のスロット２８を通るテープ５０の挿入を容易にするためのテーパ
ー状端部５４を有する。テーパー状の端部５４は、好ましくは、中央部分に対する角度（
゜）がゼロであり、スタイレット１４のスロット２８中への挿入を容易にする。このテー
プは、マルチフィラメントまたはモノフィラメントのメッシュ材料を含む任意のメッシュ
から作製され得る。好ましくは、このテープは、米国特許第５，２９２，３２８号の特定
の実施形態中に開示される材料から形成され、その開示は、本明細書中に参考として本明
細書によって援用される。好ましくは、テープ５０は、Ｔｙｃｏ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ
　Ｉｎｃ．の部門である、Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｓｕｒｇｉｃａｌから入手可能
な、ポリプロピレンで編まれたテープＳｕｒｇｉＰｒｏ（登録商標）から形成される。こ
の材料は、尿道を支持するために十分な強度を提供し、そして本明細書で以下により詳細
に説明されるように、皮下にこのテープの端部の係留を可能にする。あるいは、異なるタ
イプの編まれたまたは織られた構造、被覆または半吸収性材料を有するその他の材料を用
いてもよい。好ましくは、このテープは、相対的に成形しやすいマルチフィラメントのメ
ッシュを含む。このような材料は、より成形しにくいメッシュまたはモノフィラメントの
ストランドを含むメッシュより、組織に対して磨耗性がより少ない。
【００２６】
　尿道を支持するための所定長さのテープを挿入するための器具の使用をここで説明する
。この手順は、一般に、器具を、骨盤の閉鎖孔を通り、正中線膣切開まで挿入することを
含む。次いで、テープを組織を通って通過するためにスタイレットが用いられ得る。これ
は、１つの側面上で行われ、そして次に反対側の側面上で繰り返される。テープは、中央
尿道の下に位置決めされ、尿道を支持し、抑制を達成する。挿入の間、テープは、閉鎖孔
を通り、この閉鎖孔の上の皮膚切開を超える点まで延び、牽引による調節を可能にする。
調節の後、テープの両端部は皮下に区分化され、そしてすべての切開は閉鎖される。手術
の後、繊維状組織の内生長がテープを通じて生じる。
【００２７】
　図３を参照して、恥骨に対する膣のスケッチが示されている。示されるように、閉鎖孔
（ＯＦ）が、膣（ＶＡ）および尿道（Ｕ）に隣接する骨盤（ＰＢ）の両側に存在する。
【００２８】
　ここで、図７および８を参照して、尿道の中央の直接下の膣壁中に１～２センチメート
ルの正中線切開が形成される。解剖はさみを用い、膣組織が両側にある閉鎖孔に向かって
側方に約２センチメートルの深さまで解剖される。この閉鎖孔の下方の内部リムは、指の
検査により識別される。小さな１センチメートルの皮膚切開が、この閉鎖孔の最下方－中
央部分に作製される。作製される切開のサイズは、変化し得、そして外科医に依存する。
【００２９】
　図７～９を参照して、器具は外側部材１２とともに、約４５゜の角度で、そして正中線
に向かい、斜めに下方に向けて保持され、ハンドル２０は、床に向かって斜めに指し示す
。円錐形先端２４は、閉鎖孔の上の切開中に挿入される。器具の円錐形先端２４は、閉鎖
膜が貫通されるまで、注意深く内側に押される。この動きの間に、器具の角度は、変化し
ないままである。
【００３０】
　図１０および１１を参照して、一旦、器具の先端が閉鎖膜を貫通すると、器具ハンドル
は、身体に対して９０゜の角度に向かって回転される。片腕を用い、次いで、ハンドルは
、患者から離れかつ正中線に向かって回転され、器具の先端を、閉鎖孔を通り、骨の内面
の周りで、そして膣切開に向かって通過させる（図１２を参照のこと）。
【００３１】
　図１３および１４を参照して、器具の先端の膣切開中への退去は、外科医の自由な手の
指により案内されるべきである。この器具の動きは、器具のハンドルが完全に１８０゜回
転され、そして器具の先端が膣切開を出るまで継続される。図１３に最もよく観察される
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ように、この器具は、閉鎖孔の上の切開から膣切開まで延びる。
【００３２】
　図１５を参照して、次に、スタイレット１４が外部部材１２を通じて引っ張られ、そし
て外側部材１２から除去される。スタイレット１４は、逆の位置にある外側部材１２の貫
通ボア中に、スロット２８がこの器具の膣端で剥き出るように再挿入される。次いで、テ
ープ５０がスタイレット１４中のスロット２８中に貫かれ、そして器具を抜き、テープ５
０の膣と閉鎖孔の上の皮膚切開との間への配置を可能にする（図１７）。
【００３３】
　図１８および１９を参照して、この手順は、次いで、テープ５０を、中央尿道の下で、
両側にある閉鎖孔に側方に向かって延びて位置決めするために反対側の側面上で繰り返さ
れる。
【００３４】
　本発明のさらなる実施形態では、スタイレットは、外側部材１２から除去されず、そし
てスタイレット１４の位置が逆にならないように再挿入される。器具が第１の側面上の閉
鎖孔を通過した後、テープ、外側部材１２の近位端を出るスタイレット１４中のスロット
２８中に挿入され得る。スタイレット１４は、外側管状部材を通って引かれ、テープ５０
を膣切開を通って外に引く。その後、器具が取り出され得、テープ５０を、閉鎖孔の上の
切開から、閉鎖孔を通り、そして膣切開の外に延びて残す。第２の側面上の閉鎖孔に対す
る手順は、上記で論議されたのと同じである。
【００３５】
　いずれの手順の間でも、器具の外側管状部材は、周辺の身体組織との係合からテープを
遮蔽し、それによって組織への外傷を防ぐことが注記されるべきである。一旦、テープが
、各閉鎖孔を通り、そして両切開から出て、尿道の正中線の下に位置決めされると、次い
で、テープは、尿道の下で平坦に位置決めされるように、牽引により調節される。外側管
状部材は、この調節の間に尿道中に挿入され得、尿道の添え木として作用する。一旦、適
正に調節されると、テープの自由端部は、皮下に区分化され、そして膣切開および各閉塞
器孔上の切開は閉鎖されて手順が終了する。このアプローチは、骨アンカー、またはさら
なる係留構造を必要としない。患者の組織が、テープの両端をその場に保持する。約２４
時間以内に、テープ中への組織内生長が始まり、これは、テープをさらに固定する。
【００３６】
　本発明のさらなる実施形態では、上記手順が、図７～１９に関連して上記で論議したよ
うに実施されるが、器具が第１の側面上の閉鎖孔を通じて位置決めされた後、外側部材１
２が取り出され、スタイレット１４を患者の身体中の場所に残すことが異なる。スタイレ
ット１４およびテープ５０は、外側部材１２から別個に身体を通って引かれ得る。
【００３７】
　本発明のさらなる実施形態では、図７～１９に関連して上記で論議されたように実施さ
れるが、器具が第１の側面上の閉鎖孔を通じて位置決めされた後が異なる。スタイレット
は外側部材を通って引かれ、テープを、膣切開から閉鎖孔の上の切開まで引く。
【００３８】
　ここで、図２０を参照して、例えば、上記で閉鎖筋器具１０に関して記載されたスタイ
レット１４のようなスタイレットとともに用いられる外側管状部材の代替の実施形態が示
されている。外側管状部材６０は、一般に、長軸Ｘを規定する長軸方向セクション６２、
および外側管状部材１２に関して本明細書で上記に説明されたのと類似の様式で長軸方向
セクション６２から遠位方向に延びる弧状セクション６４を含む。望ましくは、外側管状
部材６０は、外側管状部材６０の近位端６８に隣接して形成された凹部６６をさらに含み
、ハンドル部材の配置を容易にする。
【００３９】
　外側管状部材６０の好ましい実施形態では、Ｒ１は１７．５ユニット、そしてＲ２およ
びＲ３は、それぞれ、２３および２５ユニットである。角度Ａは約３３゜である。
【００４０】
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　図１～５と組合せて上記で論議された実施形態では、内側スタイレットは、望ましくは
、鈍い先端を備える。この鈍い先端は、組織を通る無作法なトンネル通過のため、および
閉鎖膜を貫くために十分である。その他の実施形態では、この管状外側部材、内側スタイ
レット、または両方は、鋭利な先端を有し得る。
【００４１】
　図１～５と組合せて上記で論議された実施形態では、スタイレットは、所定長さのテー
プを受容するためのスロットを備える。その他の実施形態では、この器具は、図１～５と
組合せて上記で論議されるようであるが、スタイレットがテープの対応する部分に係合す
るスナップ組（ｓｎａｐ－ｔｏｇｅｔｈｅｒ）部分のような、テープをスタイレットに取
り付けるための構造を備えることが異なる。その他の実施形態では、この器具は、図１～
５と組合せて上記で論議されるようであるが、外側管状部材が、所定長さのテープを受容
するためのスロットを備えることが異なる。さらなる実施形態では、外側管状部材は、テ
ープの対応する部分に係合するスナップ組（ｓｎａｐ－ｔｏｇｅｔｈｅｒ）部分のような
、テープをスタイレットに取り付けるための構造を備える。
【００４２】
　さらなる実施形態では、器具は、図１～５に関連して上記で論議されたようであるが、
テープがテープの端部の間に配置された拡大部分を有することが異なる。さらなる実施形
態では、テープは、矩形、円形、楕円形、弧状などのようなその他の形態を有する。
【００４３】
　器具は、上記で論議されたように、管状外側部材および内側スタイレット、または単一
の導入器要素を備え得る。この管状外側部材および内側スタイレットは、スタイレットの
位置が管状部材に対して逆転され得るという利点を有している。換言すれば、スロット、
またはテープに係合するためのその他の構造が、外側部材の近位端または外側部材の遠位
端に位置決めされ得る。さらに、この管状外側部材は、テープが外側部材を通って引かれ
るとき、身体からテープを遮蔽する。単一の導入器要素を採用する実施形態では、テープ
から身体を通過するとき、このテープを囲うためのシースが所望され得る。
【００４４】
　本明細書中の発明は、特定の実施形態を参照して説明してきたが、これらの実施形態は
、本発明の原理および適用の単なる例示であることが理解されるべきである。従って、多
くの改変が例示の実施形態になされ得ること、およびその他の配列が、添付の特許請求の
範囲によって規定されるような本発明の思想および範囲を逸脱することなく考案され得る
ことを理解すべきである。例えば、本発明の実施形態は、上記で論議された外側管状部材
および内側スタイレットに対して、単一の導入器要素を包含する。特定の実施形態では、
最小侵襲性手順で身体中に材料を通過するための外科用器具は、長軸を規定する長軸方向
セクション、およびこの長軸方向セクションから遠位方向に延びる弧状セクションを備え
、この弧状セクションは、少なくとも２つの異なる曲率半径を有している。望ましくは、
この材料は、メッシュ材料のテープを含む。この導入器要素の近位端は、望ましくは、テ
ープの端部を受容するように適合されている。その他の実施形態では、この導入器要素の
遠位端は、望ましくは、テープの端部を受容するために適合されている。
【００４５】
　特定の実施形態では、最小侵襲性手順で身体中に材料を通過するための外科用器具は、
長軸を規定する長軸方向セクション、およびこの長軸方向セクションから遠位方向に延び
る弧状セクションを備え、この弧状セクションは、使用におけるとき、かつ身体中の位置
にあるとき、弧状セクションが閉鎖孔の上の皮膚から、閉鎖孔を通り、膣壁まで延びる寸
法であり、かつ湾曲している。上記材料は、望ましくは、メッシュ材料のテープを含む。
望ましくは、導入器要素の近位端は、テープの端部を受容するよう適合されている。その
他の実施形態では、導入器要素の遠位端は、望ましくは、テープの端部を受容するように
適合されている。
【００４６】
　特定の実施形態では、最小侵襲手順で身体中に材料を通過させるための外科用器具は、
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長軸を規定する長軸方向セクション、およびこの長軸方向セクションから遠位-方向に延
びる弧状セクションを有する導入器要素を備え、この弧状セクションはこの長軸から離れ
て第１の方向に湾曲する近位部分を有し、この弧状セクションはこの長軸に向かって第２
の方向に湾曲する遠位部分を有している。上記材料は、望ましくは、メッシュ材料のテー
プを含む。この導入器要素の近位端は、望ましくは、テープの端部を受容するよう適合さ
れている。その他の実施形態では、この導入器要素の遠位端は、望ましくは、テープの端
部を受容するように適合されている。
【００４７】
　本発明のさらなる局面では、最小侵襲手順で身体中に材料を通過させるための外科用器
具は、長軸を規定する長軸方向セクション、およびこの長軸方向セクションから遠位-方
向に延びる弧状セクションを有する第１の部材を備える。この弧状セクションは、使用に
おけるとき、かつ身体中の位置にあるとき、弧状セクションが閉鎖孔の上の皮膚から、閉
鎖孔を通り、膣壁まで延びる寸法であり、かつ湾曲している。この第１の部材の形状は、
最小侵襲性手順において、上記材料の身体中への通過を容易にする。この第１の部材の形
状は、材料が最小侵襲手順で身体の内側に配置されることを可能にし、その結果、この材
料は閉鎖孔を通って延びる。
【００４８】
　特定の好ましい実施形態では、この第１の部材は、中空の外側管状部材を備える。スタ
イレットは、この外側管状部材内で少なくとも部分的に移動可能であり、そして材料と係
合可能であり、この材料を身体内に通過させる。この中空の管状部材およびスタイレット
は、外科医が、このスタイレットを外側管状部材から取り除き、そしてこの外側管状部材
に対して反対の位置に再挿入することを可能にする。この構造はまた、上記材料が、骨盤
の第１の側面から骨盤の第２の側面まで延びるように、材料の配置を容易にする。
【００４９】
　好ましくは、弧状セクションの近位部分は、長軸から第１の方向に離れて湾曲し、そし
て第１の曲率半径を規定する。弧状セクションの遠位部分は、長軸に向かって第２の方向
に湾曲し、そして第２の曲率半径を規定する。望ましくは、遠位セクションの部分は、長
軸を横切って、第２の方向に延びる。
【００５０】
　特定の実施形態において、弧状セクションの遠位部分は、第２の曲率半径とは異なる、
第３の曲率半径を有する。遠位部分は、中央セクションおよび最遠位セクションを有し得
る。中央セクションは、第２の曲率半径を有し、そして最遠位セクションは、第３の曲率
半径を有する。特定の実施形態では、この第２の曲率半径は、第３の曲率半径より大きい
。その他の実施形態では、この第２の曲率半径は、第３の曲率半径より小さい。
【００５１】
　上記スタイレットは、望ましくは、可撓性である。特定の好ましい実施形態では、この
スタイレットは、材料の端部の受容のために第１の端部にスロットを含む。望ましくは、
このスタイレットは、第２の端部で円錐形先端を含む。この円錐形先端の直径は、外側管
状部材の内径より大きくてもよい。
【００５２】
　望ましくは、外側管状部材は、その近位端にハンドルを有する。特定の好ましい実施形
態では、このハンドルは、側方に延びる部分を有する。弧状セクションは、第１の平面を
規定し、そしてウイングは、第１の平面と実質的に垂直である第２の平面を規定する。
【００５３】
　好ましくは、上記外科用器具は材料を含み、そして、特定の好ましい実施形態では、こ
こで、この材料は、ほぼ平坦なテープを含む。このテープの少なくとも１つの端部は、ス
タイレットがこの少なくとも１つの端部の受容のためのスロットを備える実施形態では、
スタイレット中にテープを貫くことの容易さのために所定角度で切断され得る。望ましく
は、このテープは、ポリプロピレンストランドを含み得る、マルチフィラメントのストラ
ンドを含む材料を含む。この材料は、ほぼ平坦なテープを含み得、そしてスタイレットは
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、このテープの端部を受容するように適合された近位端を有し得る。この材料は、吸収性
材料を含み得る。
【００５４】
　上記スタイレットは、望ましくは、スタイレットの近位端が管状部材の近位端に隣接し
て位置決めされるように、管状部材中に位置決めされる。特定の好ましい実施形態では、
このスタイレットは、鈍い遠位端を有している。この遠位端は、鈍い円錐形先端を備え得
る。その他の実施形態では、このスタイレットは、鋭い遠位端を有する。
【００５５】
　この弧状部分は、上記長軸から離れて第１の方向に湾曲する近位部分、および上記長軸
に向かって第２の方向に湾曲する遠位部分を有する。第１の部材の形状は、最小侵襲手順
で身体中に材料の通過を容易にする。第１の部材の形状は、材料が閉鎖孔を通って延びる
ように、最小侵襲手順で身体の内側にこの材料が配置されることを可能にする。
【００５６】
　スタイレットは、この外側管状部材内で少なくとも部分的に移動可能であり、そして材
料と係合可能であり、身体内にこの材料を通過させる。この中空の外側管状およびスタイ
レットは、外科医が、この外側管状部材からスタイレットを取り除き、そしてこのスタイ
レットを外側管状部材に対して反対の位置に再挿入することを可能にする。この構造はま
た、上記材料が骨盤の第１の側面から骨盤の第２の側面まで延びるように、この材料の配
置を容易にする。
【００５７】
　好ましくは、上記弧状セクションの近位部分は、長軸から離れて第１の方向に湾曲し、
そして第１の曲率半径を規定する。この弧状セクションの遠位部分は、長軸に向かって第
２の方向に湾曲し、そして第２の曲率半径を規定する。望ましくは、遠位セクションの部
分は、上記長軸を横切って第２の方向に延びる。望ましくは、上記弧状セクションの遠位
部分は、少なくとも２つの異なる曲率半径を有する。
【００５８】
　特定の実施形態では、上記弧状セクションの遠位部分は、上記第２の曲率半径とは異な
る第３の曲率半径を有する。この遠位部分は、中央セクションおよび最遠位セクションを
有し得る。この中央セクションは、第２の曲率半径を有し、そしてこの最遠位セクション
は第３の曲率半径を有する。特定の実施形態では、この第２の曲率半径は、第３の曲率半
径より小さい。
【００５９】
　上記スタイレットは、望ましくは可撓性である。特定の好ましい実施形態では、上記ス
タイレットは、材料の端部の受容のために、第１の端部にスロットを含む。このスタイレ
ットは、望ましくは、第２の端部に円錐形の先端を含む。この円錐形先端の直径は、上記
外側管状部材の内径より大きくてもよい。
【００６０】
　望ましくは、上記外側管状部材は、その近位端にハンドルを有する。特定の好ましい実
施形態では、このハンドルは、側方に延びる部分を有する。上記弧状セクションは、第１
の平面を規定し、そしてウイングは、この第１の平面に実質的に垂直である第２の平面を
規定する。
【００６１】
　好ましくは、上記外科用器具は材料を含み、そして特定の好ましい実施形態では、ここ
で、この材料は、ほぼ平坦なテープを含む。このテープの少なくとも１つの端部は、スタ
イレットがこの少なくとも１つの端部の受容のためのスロットを備える実施形態では、ス
タイレット中へのテープの貫通の容易さのために所定の角度で切断され得る。望ましくは
、このテープは、ポリプロピレンストランドを含み得る、マルチフィラメントのストラン
ドを含む材料を含み得る。この材料は、ほぼ平坦なテープを含み得、そして上記スタイレ
ットは、このテープの端部を受容するように適合された近位端を有し得る。この材料は、
吸収性材料を含み得る。
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【００６２】
　上記スタイレットは、望ましくは、スタイレットの近位端が上記管状部材の近位端に隣
接して位置されるように、管状部材内に位置決めされる。特定の好ましい実施形態では、
このスタイレットは、鈍い遠位端を有する。この遠位端は、鈍い円錐形先端を備え得る。
その他の実施形態では、このスタイレットは鋭い遠位端を有する。
【００６３】
　尿道の一部分を、所定長さの材料で吊り下げる方法は、長軸方向の近位端および湾曲し
た遠位端を含む外側管状部材、およびこの管状部材内で移動可能であり、かつ材料の端部
を保持するような形状のスタイレットを有する、外科用器具を提供する工程を包含する。
この方法は、上記管状部材内にスタイレットを位置決めする工程を含む。膣切開、および
閉鎖孔の上に位置される切開が作製される。この外科用器具の湾曲した遠位端は、閉鎖孔
の上の切開を通過される。この方法は、この外科用器具を、この湾曲した遠位端が閉鎖孔
を通過し、そして膣切開から出るように、操作する工程を含む。スタイレットの近位端は
、所定長さの材料の第１の端部と係合し、そしてスタイレットは、管状部材を通って引か
れ、所定長さの材料の一部分を、閉鎖孔の上の切開から、そして膣切開を通って引く。
【００６４】
　上記外側管状部材は、閉鎖孔の上の切開を通じて引かれ得、この閉鎖孔を通り、かつ膣
切開から外に延びる所定長さの材料を残す。この外科用器具の湾曲した遠位端を、閉鎖孔
の上の切開を通って通過させる工程は、望ましくは、身体に対して上方に約３０゜この外
科用器具を回転することを含む。この外科用器具は、望ましくは、高められて、上記湾曲
した遠位端を、閉鎖孔を通って位置決めする。この外科用器具は、回転されて、湾曲した
遠位端を、閉鎖孔を通り、そして膣切開から外に通過させる。
【００６５】
　尿道の一部分吊り下げる別の方法は、外科用器具の湾曲した遠位端を、この器具が膣切
開と、閉鎖孔の上に位置する皮膚切開との間に延びるように通過させる工程を包含する。
この外科用器具は、長軸方向の近位端、および湾曲した遠位端を含む外側管状部材、およ
びこの外側管状部材内で移動可能なスタイレットを有する。このスタイレットは、身体を
通って引かれ、身体を通って、膣切開と、閉鎖孔の上の切開との間を延びる、所定長さの
材料を引く。
【００６６】
　望ましくは、上記器具の湾曲した遠位端を通過させる工程は、上記閉鎖孔の上の切開中
にこの器具の湾曲した遠位端を挿入すること、およびこの湾曲した遠位端を閉鎖孔を通り
、膣切開から出て移動することを含む。望ましくは、上記器具の湾曲した遠位端を通過さ
せる工程は、上記膣切開中に上記湾曲した遠位端を挿入することを含み、上記スタイレッ
トは、望ましくは、上記外側管状部材内に配置される。
【００６７】
　この-方法は、上記通過させる工程の後に、外側管状部材からスタイレットを引抜く工
程を含み得る。このスタイレットは、上記材料を受容するように適合されたスタイレット
の端部が、膣切開に配置されるように、上記管状部材中に再挿入される。この材料は、望
ましくは、この材料がスタイレットの端部によって受容されるように配置される。
【００６８】
　引き抜く工程は、スタイレットを外側管状部材を通じて引き抜くこと、それによって、
この材料を外側管状部材を通じて引くこと、および身体を通って外側管状部材を取り除く
ことを含み得る。この引き抜く工程は、身体からスタイレットおよび外側管状部材を引抜
くこと、それによって身体を通って上記材料を引くことを含み得る。
【００６９】
　望ましくは、上記通過させる工程は、上記器具を身体を通じて骨盤の第１の側面上に通
過することを含み、そしてさらに望ましくは、骨盤の第２の側面上を、身体を通って上記
器具を通過させることを包含する。
【００７０】
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　望ましくは、上記材料は、第１の端部および第２の端部を有するテープを含み、そして
、望ましくは、上記引抜く工程は、身体を通って上記テープの第１の端部を引くこと、お
よび身体を通って上記テープの第２の端部を引くことを含む。
【符号の説明】
【００７１】
１０　外科用器具
１２　管状外側部材
１４　スタイレット
１６　長軸セクション
１８　弧状セクション

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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